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片岡公民館だより
まなびネットたかさき HP　http://takasakimanabi365.net/ 

【裏面もご覧ください】

「スマホアプリで写真を活用しよう」講座 

かたおか落語独演会

３月１６日（月）　 

午前１０時～正午　片岡公民館　２階　講義室 

 

江戸時代に成立し、現在まで伝承されている伝統的な話 

芸の「落語」を楽しみませんか？ これを機会に日本の伝統 

芸能の良さを再確認し、日頃のストレスを解消しましょう！  

 

●対 　象　市内在住の成人　　 

●費 　用　無料　　　　 

●定 　員　３０名程度（先着順）　　 

●講 　師　立川　談声(だんせい)さん　（立川流一門の落語家） 

●申込み　片岡公民館窓口、電話申込で受付中 

３月１０日（火）　 

午前１０時～正午　　片岡公民館 ２階　講義室

スマホや写真と上手につきあい、日々の生活を楽しみませんか。スマートフォンを使いこ

なして写真を活用してみましょう。 

●内 　容　写真に関するスマホアプリの活用についての学習 

●対 　象　市内在住の人 

●定 　員　８名（先着順）　 

●講 　師　斎藤 千菜津　先生　（写真整理上級アドバイザー） 

●持ち物　筆記用具、スマートフォン(データ通信契約をしているもの) 

●申込み　片岡公民館窓口、電話申込で受付中 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月２０日（金）　春分の日　

片岡ほっと！Hot！café ～毎月第２・第４火曜日～ 

３月１０日・２４日（火） 

午後１時３０分～３時３０分　片岡公民館　１階　実習室 

・毎月第 2、4 火曜日開催 

・おいしいコーヒーを無料で楽しめます 

・親子づれからご高齢者どなたでも OK 

（入退場自由）無料で！ 

参加費：無料　　定員：なし　　申込：不要 

対象：地域住民ならどなたでも、お気軽に

お越しください♪ 

主催：片岡地域づくり活動協議会 

休刊日のお知らせ 

 片岡公民館を利用される皆様へ（ご案内）

　 片岡公民館は、片岡地区の皆様が利用される市立公民館であり、様々な地域行事や活
動、習い事に日々利用いただいております。協力して効率よくご利用ください。 

 

利用時間 

・午前 9：00　～　午後 9：00 
 

休館日 

・国民の祝日 ・年末年始（１２月２９日 ～ １月３日） ・館長が必要と認めた日 

受付時間  

・月曜日 ～ 金曜日（休館日を除く）午前８:３０ ～ 午後５:１５ 

※上記時間外および土、日曜日は職員不在です。また、外出や出張等で不在の際は、
申請書、連絡メモを受付窓口（右側）の連絡箱へ投函願います。  

利用申込み手続き 

・事務室受付窓口にある使用許可申請書に記入・提出のうえ使用許可を受けて下さい。 

※1）使用する３日前までに手続きをお願いします。 

※2）私的目的や使用規則外の特定の営利、宗教、政治活動など適正と認められな
い目的の場合は利用できません。 

・月初めに翌月１ヶ月間の申請手続きができます。 

・使用日程の変更、中止が生じた場合には速やかに連絡をお願いします。 

・施設管理に関わる緊急時には、使用許可の変更取消しをお願いすることがあります。 

次のことにご協力ください 

・駐車場は 10 台までです。徒歩・自転車での来館にご協力をお願いします。 

・館内はすべて禁煙・禁酒です。 

・許可を受けた部屋以外の無断使用は禁止します。 

・音響設備（ラジカセ・カラオケ等）を使われる場合、音量を配慮してください。 

・施設および備え付け品は大切に使用してください。 

（器具、設備等を破損した場合は、誠意を持って現状復帰してください。） 

・使用後は全員で後片付け・清掃をしてください。 

・ゴミは必ず持ち帰ってください。 

・照明、エアコン、電気器具、給湯設備、戸締り等の点検確認をお願いします。 

・代表者は、事務室窓口に配置された使用者日誌へ、ご記入ください。 


